
 

 

佐世保工業高等専門学校学業成績の評価及び課程修了の認定等に関する規則 

 

  （平成１６年４月１日制定）  

 

第１章 総則 

（趣旨）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における試験，単位の修得及び学業成

績の評価並びに課程修了及び卒業の認定等については，この規則の定めるところによる。 

（定義）  

第２条 この規則において，「授業科目」とは，佐世保工業高等専門学校学則（以下「学則」とい

う。）に定めるもののうち, 学則第２５条及び第２５条の２の規定により履修したものとしてみ

なされた授業科目以外のものをいう。 

 

第２章 履修及び単位修得 

（履修）  

第３条 各授業科目について，実授業単位時間数の３分の２以上出席したときは，当該授業科目を

履修したものとする。 

（単位の修得及び認定等） 

第４条 校長は，履修した授業科目について，第１４条第１項に規定する学業成績の評価の結果，

学業成績が６０点以上，成績の評語がＣ以上の評価又は修了の判定を受けているときは，当該授

業科目の単位を修得したものとして認定する。 

２ 校長は，前項の認定をしようとするときは，運営会議に諮問し，その決定を尊重して，これを

行うものとする。 

 （他の高等専門学校における授業科目の履修及び認定等） 

第５条 学則第２５条の規定に基づく単位の修得の認定は，別に定める規定により校長がこれを行

うものとする。 

 （高等専門学校以外の教育施設等における学修及び認定等）  

第６条 学則第２５条の２に基づく単位の修得の認定は，別に定める規定により校長がこれを行う

ものとする。  

 （他の教育施設等で修得した単位の取り扱い） 

第７条 前２条で認定された単位は，次のとおり取り扱う。 

一 単位認定科目及び技能審査の認定単位は，課程修了及び卒業の認定単位として充当するこ

とはできない。 

二 単位振り替え認定科目として認められた単位は，申請のあった当該年度の履修科目として取

り扱うものとし，課程修了及び卒業の認定単位として充当することができる。 

 

第３章 試験  

（定期試験及び中間試験） 



 

 

第８条 定期試験は各学期末に当該学期において開講した授業科目について，原則実施し，中間試

験は各学期の中間に必要がある授業科目について実施する。ただし，平素の成績で評価できる授

業科目（卒業研究，実験，実習，実技及び演習等）については，試験を実施しないことがある。 

（追試験） 

第９条 次の各号に掲げる理由により定期試験又は中間試験を受けることができなかった者につい

ては，原則として追試験を実施する。 

一 病気（医師の証明書がある場合に限る。） 

二 忌引（佐世保工業高等専門学校学生準則第１４条に該当する場合に限る。）及び当該忌引

に必要な旅行 

三 特別欠席（第１８条第３項に該当する場合に限る。）及び当該特別欠席に必要な旅行 

四 出席停止（学則第３０条に該当する場合に限る。） 

五 その他やむを得ない理由があると校長が認めたとき。 

２ 各学期中間及び前学期末におけるそれぞれの学業成績の評価の結果，６０点未満の授業科目が

ある者については，原則として追試験（以下「成績不振者追試験」という。）を実施する。なお，

第４学年及び第５学年については，学年末も原則として成績不振者追試験を実施する。  

３ 追試験の学業成績は１００点法により行い，その最高点は次のとおりとする。  

一 第１項の場合は１００点  

二 第２項の場合は６０点  

（再試験）  

第１０条 学年末における学業成績の評価の結果，課程修了又は卒業の認定に係る授業科目につい

て次の各号のすべてに該当する場合には，運営会議の議を経て，再試験を実施する。  

一 単位の修得を認定されなかった授業科目が３科目以下であること。 

二 学業成績の平均点が６０点以上であること。 

三 実験，実習及び卒業研究の単位を修得していること。  

四 出席日数が年間の出席すべき日数の３分の２以上であり，かつ，各授業科目の出席した単位

時間数が出席すべき単位時間数の３分の２以上であること。 

２ 再試験は当該年度の指定された日までに実施する。 

３ 再試験を受験した科目については，学業成績の上限を６０点として評価し，再試験における学

業成績の評価がその学生の学年末における学業成績となる。 

（追認定試験） 

第１１条 第２１条に基づき仮進級した者の, 下位の学年の全ての未修得授業科目については，毎

年, 追認定試験を実施する。 

一 追認定試験は６０点以上を合格とする。なお, 合格した授業科目の学業成績は６０点とし, 

当該授業科目を修得したものとする。 

二 仮進級により進級した第３学年の者が，学年末において未修得単位の全てを修得していな

い場合は, 第４学年への進級は認定できない。 

（不正行為等の取扱い） 

第１２条 試験において不正行為又は不適切行為を行った者については，当該試験科目以降の受

験を認めない。また，当該試験科目の成績は０点とする。 



 

 

２ 前項に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

第１３条 試験以外の成績評価（課題レポート等）において著しく重大な不正を行った者について

は，当該授業科目の最終成績を０点とする。 

 

第４章 学業成績の評価  

（学業成績の評価）  

第１４条 各授業科目の学業成績は，シラバスに記載されている評価方法・評価基準により評価す

る。 

２ 前項の規定にかかわらず，定期試験又は中間試験を欠席した者が，やむを得ない特別の事由に

より追試験を受けることができなかった場合は，当該期間における平素の成績及び出席状況等を

考慮して学業成績を評価することができる。 

３ 各授業科目の学業成績は１００点法により，卒業研究，グローカルリテラシー及びリベ ラル

アーツⅠは第１５条第１項に規定する評語により評価する。 

４ 前項の規定にかかわらず，工場実習については，本科工場実習成績評価法により評価すること

とし，特別活動については，修了又は未修了により判定する。 

５ 学生の教育及び指導上，各学級の席次を必要とする場合は，当該学年で履修した全ての授業科

目の平均点の高点の順位をもって席次とする。ただし，前２項に規定する授業科目のほか，課程

修了又は卒業の認定に係らない授業科目を除く。 

６ 当該年度の成績評価（評点）について異議のある場合は，別に定める様式により，所定の期日

までに学生課を経由して校長に異議を申し出るものとする。 

（成績の評語）  

第１５条 学業成績の評語及び評定は，次のとおりとする。  

学業成績 １００～８０ ７９～７０ ６９～６０ ５９～４０ ３９～ ０ 

評  語 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

評  定 ５ ４ ３ ２ １ 

２ 学習指導要録への記載は，次のとおりとする。  

一 各授業科目の学業成績については，評語を記載する。  

二 特別活動については，「修了」又は「未修了」と記載する。  

三 第５条又は第６条の規定により修得した単位については，「認定」と記載する。  

（通知表）  

第１６条 各授業科目の学業成績は，各学期中間及び前学期末においては評価できる授業科目につ

いて，学年末においてはすべての授業科目について，通知表により保護者に通知する。 

 

第５章 欠課，欠席，休学等  

（欠課）  

第１７条 授業に出席しなかったときは，２単位時間ごとに欠課２時間とする。  

２ 遅刻と早退の和が３回に達したときは，欠課２時間とみなす。  

３ 特別活動についても前二項を適用する。  

（出席停止等の取扱い）  



 

 

第１８条 出席停止，忌引及び特別欠席は，出席すべき日数には含めない。  

２ 忌引及び特別欠席には必要な旅行日数を含めることができる。  

３ 就職，校外実習その他教育活動上必要と認められる場合の特別欠席の取り扱いに関しては，別

に定める。  

（休学の許可）  

第１９条 学則第２８条に規定する休学の許可は，次の各号の一に該当するときに与える。  

一 病気  

二 経済的理由その他家庭の事情  

三 その他学生の本分に反しない理由により長期にわたり修学することが困難であると校長が

認めたとき。  

 

第６章 課程修了及び卒業の認定  

（課程修了の認定）  

第２０条 校長は，次の各号に掲げるすべての条件に該当するときは，当該学年の課程修了を認定

する。  

一 当該学年の修得すべき全ての授業科目を履修していること。  

二 第１学年から第３学年までにあっては，特別活動を修了していること。  

三 当該学年において履修した実験，実習（工場実習を除く。）及び卒業研究の単位を修得し

ていること。  

四 当該学年で修得した単位の合計が学則別表第１及び別表第２に規定する当該学年における修得

単位数計以上であること。 

２ 校長は，前項の認定をしようとするときは，運営会議に諮問するものとする。  

３ 校長は，再試験の学業成績の評価の結果，第１項に掲げるすべての条件に該当するときは，教

務委員会に諮問のうえ，当該学年の課程修了を認定する。 

（仮進級の認定） 

第２１条 第１学年から第２学年において, 前条第１項に掲げる条件を満たしていない者について, 

再試験を受験した全ての授業科目の学業成績の評価の結果が４０点以上である場合, 校長は教務

委員会に諮問のうえ，進級（以下「仮進級」という。）を認定することができる。 

（仮進級認定者の進級認定） 

第２２条 仮進級を認められた者が, 未修得授業科目全ての追認定試験に合格した場合, 校長は

仮進級を解除し, 進級を認定する。 

（卒業の認定）  

第２３条 校長は，次の各号すべてに該当するときは，卒業を認定する。  

一 学則第２４条に規定する授業科目の修得単位が，一般科目にあっては８１単位以上，専門

科目については８６単位以上であること。 

二 各学年で修得した単位の合計が１６７単位以上であること。 

三 DIGI＋特別選抜で入学した者については，前二項に加え，佐世保工業高等専門学校情報系基

盤技術プログラム規程に定める修了要件を全て満たすこと。 

 



 

 

第７章 雑則  

（留年） 

第２４条 原学年に留められた者は，原則として，当該学年における課程修了に必要な授業科目を

再履修し，かつ，当該授業科目の単位を再度修得しなければならない。ただし, 学年成績で９０

点以上の授業科目（実験, 実習科目を除く。）については, 再履修を免除する。 

２ 原学年に留められた場合において，前年度の修得単位は，再履修を免除された科目を除き無効

となる。 

なお，原学年に留められた者が，当該学年の途中で退学を希望する場合，前年度の修得単位

は有効とする。ただし，原学年で休学をした場合は，休学した年度の前年度の成績を有効とす

る。 

（在学年数の制限）  

第２５条 本校に在学することができる年数は，１０年（休学による留年を含む。）とする。  

 

附 則  

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 佐世保工業高等専門学校学業成績の評価及び課程修了の認定等に関する規程（平成１６年３月

２７日制定）は，廃止する。 

３ 平成１６年３月３１日現在本校に在学している者（以下この頁において「在学者」という。）

及び平成１６年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者に

ついては，旧佐世保工業高等専門学校学業成績の評価及び課程修了の認定等に関する規則は，こ

の規則の施行後も，なおその効力を有する。 

附 則  

この規則は，平成２０年１１月２０日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。 

附 則  

この規則は，平成２２年１２月１４日から施行する。 

附 則 

１ この規則は，平成２９年４月３日から施行し，平成２９年４月１日から適用する。 

２ この規則の適用日の前日において，在学する学生は，改正後の第２０条の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，令和４年１０月４日から施行し，令和４年１０月１日から適用する。 

附 則 

この規則は，令和５年２月９日から施行する。 



 

 

附 則 

この規則は，令和５年７月４日から施行し，令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は，令和５年１１月２７日から施行し，令和５年１０月１日から適用する。 

附 則 

この規則は，令和５年１２月２１日から施行し，令和５年１０月１日から適用する。 

附 則 

この規則は，令和７年３月４日から施行し，令和６年４月１日から適用する。ただし、第９条第

１項，同条第３項，第１４条第３項，第２３条第３項の改正規定は，令和７年４月１日から施行す

る。 

  附 則 

この規則は，令和７年８月５日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 


